
大垣市税条例大垣市税条例大垣市税条例大垣市税条例のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする条例条例条例条例    

    大垣市税条例大垣市税条例大垣市税条例大垣市税条例（（（（昭和昭和昭和昭和２５２５２５２５年条例第年条例第年条例第年条例第２４２４２４２４号号号号））））のののの一部一部一部一部をををを次次次次のようにのようにのようにのように改正改正改正改正するするするする。。。。    

    第第第第１７１７１７１７条条条条第第第第１１１１項中項中項中項中「「「「によってによってによってによって」」」」をををを「「「「によりによりによりにより」」」」にににに改改改改めめめめるるるる。。。。    

    第第第第２４２４２４２４条第条第条第条第２２２２項項項項中中中中「「「「当該当該当該当該｣｣｣｣をををを「「「「同表同表同表同表のののの」」」」にににに改改改改めるめるめるめる。。。。    

    第第第第２８２８２８２８条条条条の２の２の２の２第第第第３３３３項中項中項中項中「「「「によってによってによってによって」」」」をををを「「「「によりによりによりにより」」」」にににに、「、「、「、「においてはにおいてはにおいてはにおいては」」」」をををを「「「「にはにはにはには」」」」

にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第４４４４項中項中項中項中「「「「によってによってによってによって」」」」をををを「「「「によりによりによりにより」」」」にににに、「、「、「、「においてはにおいてはにおいてはにおいては」」」」をををを「「「「にはにはにはには」」」」

にににに、「、、「、、「、、「、第第第第１１１１項項項項」」」」をををを「、「、「、「、同項同項同項同項」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第５５５５項項項項からからからから第第第第７７７７項項項項までのまでのまでのまでの規定中規定中規定中規定中「「「「にににに

おいてはおいてはおいてはおいては」」」」をををを「「「「にはにはにはには」」」」にににに、「、「、「、「のののの者者者者」」」」をををを「「「「にににに掲掲掲掲げるげるげるげる者者者者」」」」にににに改改改改めるめるめるめる。。。。    

    第第第第３２３２３２３２条条条条の７の７の７の７中中中中「（「（「（「（以下以下以下以下ここここのののの節節節節｣｣｣｣をををを「（「（「（「（次条第次条第次条第次条第１１１１項項項項｣｣｣｣にににに改改改改めるめるめるめる。。。。    

    第第第第３２３２３２３２条条条条の９の９の９の９第第第第１１１１項中項中項中項中「「「「においてはにおいてはにおいてはにおいては」」」」をををを「「「「にはにはにはには」」」」にににに、「、「、「、「以下以下以下以下このこのこのこの節節節節」」」」をををを「「「「次条次条次条次条

第第第第２２２２項項項項」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第３３３３項中項中項中項中「「「「第第第第３２３２３２３２条条条条の９の９の９の９第第第第１１１１項項項項」」」」とととと」」」」のののの次次次次にににに「、「「、「「、「「、「のののの特別特別特別特別

徴収義務者徴収義務者徴収義務者徴収義務者」」」」とあるのはとあるのはとあるのはとあるのは「（「（「（「（同項同項同項同項にににに規定規定規定規定するするするする年金所得年金所得年金所得年金所得にににに係係係係るるるる仮特別徴収税額仮特別徴収税額仮特別徴収税額仮特別徴収税額をいをいをいをい

うううう。。。。以下同以下同以下同以下同じじじじ。）。）。）。）のののの特別徴収義務者特別徴収義務者特別徴収義務者特別徴収義務者」」」」とととと」」」」をををを加加加加えるえるえるえる。。。。    

    第第第第３２３２３２３２条条条条の１１の１１の１１の１１第第第第７７７７項中項中項中項中「「「「第第第第３４３４３４３４条第条第条第条第２２２２項項項項」」」」をををを「「「「第第第第３４３４３４３４条第条第条第条第４４４４項項項項」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、

同項同項同項同項をををを同条第同条第同条第同条第９９９９項項項項としとしとしとし、、、、同条第同条第同条第同条第６６６６項項項項をををを同条第同条第同条第同条第８８８８項項項項としとしとしとし、、、、同条第同条第同条第同条第５５５５項中項中項中項中「「「「第第第第３３３３項項項項

のののの場合場合場合場合」」」」をををを「「「「第第第第５５５５項項項項のののの場合場合場合場合」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同項同項同項同項をををを同条第同条第同条第同条第７７７７項項項項としとしとしとし、、、、同条第同条第同条第同条第４４４４項項項項をををを同同同同

条第条第条第条第６６６６項項項項としとしとしとし、、、、同条第同条第同条第同条第３３３３項中項中項中項中「「「「第第第第５５５５項第項第項第項第１１１１号号号号」」」」をををを「「「「第第第第７７７７項第項第項第項第１１１１号号号号」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同同同同

項項項項をををを同条第同条第同条第同条第５５５５項項項項としとしとしとし、、、、同条第同条第同条第同条第２２２２項中項中項中項中「「「「法法法法のののの施行地施行地施行地施行地にににに本店若本店若本店若本店若しくはしくはしくはしくは主主主主たるたるたるたる事務所事務所事務所事務所

若若若若しくはしくはしくはしくは事業所事業所事業所事業所をををを有有有有するするするする法人法人法人法人」」」」をををを「「「「内国法人内国法人内国法人内国法人」」」」にににに、「、「、「、「第第第第３２１３２１３２１３２１条条条条の８の８の８の８第第第第２４２４２４２４項項項項」」」」

をををを「「「「第第第第３２１３２１３２１３２１条条条条の８の８の８の８第第第第２６２６２６２６項項項項」」」」にににに、「、「、「、「前項前項前項前項」」」」をををを「「「「第第第第１１１１項項項項」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同項同項同項同項をををを同条第同条第同条第同条第

４４４４項項項項としとしとしとし、、、、同条第同条第同条第同条第１１１１項項項項のののの次次次次にににに次次次次の２の２の２の２項項項項をををを加加加加えるえるえるえる。。。。    

２２２２    法法法法のののの施行地施行地施行地施行地にににに本店又本店又本店又本店又はははは主主主主たるたるたるたる事務所若事務所若事務所若事務所若しくはしくはしくはしくは事業所事業所事業所事業所をををを有有有有するするするする法人法人法人法人（（（（以下以下以下以下ここここ

のののの条条条条においてにおいてにおいてにおいて「「「「内国法人内国法人内国法人内国法人」」」」というというというという。）。）。）。）がががが、、、、租税特別措置法第租税特別措置法第租税特別措置法第租税特別措置法第６６６６６６６６条条条条の７の７の７の７第第第第４４４４項項項項

及及及及びびびび第第第第１０１０１０１０項又項又項又項又はははは第第第第６８６８６８６８条条条条の９１の９１の９１の９１第第第第４４４４項及項及項及項及びびびび第第第第１０１０１０１０項項項項のののの規定規定規定規定のののの適用適用適用適用をををを受受受受けるけるけるける

場合場合場合場合にはにはにはには、、、、法第法第法第法第３２１３２１３２１３２１条条条条の８の８の８の８第第第第２４２４２４２４項及項及項及項及びびびび令第令第令第令第４８４８４８４８条条条条の１２の２の１２の２の１２の２の１２の２にににに規定規定規定規定するするするする

ところによりところによりところによりところにより、、、、控除控除控除控除すべきすべきすべきすべき額額額額をををを前項前項前項前項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより申告納付申告納付申告納付申告納付すべきすべきすべきすべき法人税割額法人税割額法人税割額法人税割額

からからからから控除控除控除控除するするするする。。。。    

３３３３    内国法人内国法人内国法人内国法人がががが、、、、租税特別措置法第租税特別措置法第租税特別措置法第租税特別措置法第６６６６６６６６条条条条の９の３の９の３の９の３の９の３第第第第４４４４項及項及項及項及びびびび第第第第１０１０１０１０項又項又項又項又はははは第第第第

６８６８６８６８条条条条の９３の３の９３の３の９３の３の９３の３第第第第４４４４項及項及項及項及びびびび第第第第１０１０１０１０項項項項のののの規定規定規定規定のののの適用適用適用適用をををを受受受受けるけるけるける場合場合場合場合にはにはにはには、、、、法第法第法第法第

３２１３２１３２１３２１条条条条の８の８の８の８第第第第２５２５２５２５項及項及項及項及びびびび令令令令第第第第４８４８４８４８条条条条の１２の３の１２の３の１２の３の１２の３にににに規定規定規定規定するところによりするところによりするところによりするところにより、、、、

控除控除控除控除すべきすべきすべきすべき額額額額をををを第第第第１１１１項項項項のののの規定規定規定規定によりによりによりにより申告納付申告納付申告納付申告納付すべきすべきすべきすべき法人税割額法人税割額法人税割額法人税割額からからからから控除控除控除控除するするするする。。。。    

    第第第第３４３４３４３４条第条第条第条第１１１１項中項中項中項中「「「「によってによってによってによって」」」」をををを「「「「によりによりによりにより」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同同同同条第条第条第条第２２２２項項項項中中中中「「「「によっによっによっによっ

てててて」」」」をををを「「「「によりによりによりにより」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同項同項同項同項をををを同条第同条第同条第同条第４４４４項項項項としとしとしとし、、、、同条第同条第同条第同条第１１１１項項項項のののの次次次次にににに次次次次の２の２の２の２項項項項

をををを加加加加えるえるえるえる。。。。    

２２２２    第第第第３２３２３２３２条条条条の１１の１１の１１の１１第第第第７７７７項項項項のののの規定規定規定規定はははは、、、、前項前項前項前項のののの延滞金額延滞金額延滞金額延滞金額についてについてについてについて準用準用準用準用するするするする。。。。このこのこのこの



    

場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、同条第同条第同条第同条第７７７７項中項中項中項中「「「「前項前項前項前項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる期間期間期間期間（（（（詐詐詐詐

偽偽偽偽そのそのそのその他不正他不正他不正他不正のののの行為行為行為行為によりによりによりにより市民税市民税市民税市民税をををを免免免免れたれたれたれた法人法人法人法人がががが法第法第法第法第３２１３２１３２１３２１条条条条の１１の１１の１１の１１第第第第１１１１項項項項

又又又又はははは第第第第３３３３項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる更正更正更正更正があるべきことをがあるべきことをがあるべきことをがあるべきことを予知予知予知予知してしてしてして提出提出提出提出したしたしたした修正申告書修正申告書修正申告書修正申告書

にににに係係係係るるるる市民税又市民税又市民税又市民税又はははは令第令第令第令第４８４８４８４８条条条条の１６の２の１６の２の１６の２の１６の２第第第第３３３３項項項項にににに規定規定規定規定するするするする市民税市民税市民税市民税にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、

第第第第１１１１号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる期間期間期間期間にににに限限限限るるるる。）」。）」。）」。）」とあるのはとあるのはとあるのはとあるのは、「、「、「、「当該当初申告書当該当初申告書当該当初申告書当該当初申告書のののの提出提出提出提出によりによりによりにより納納納納

付付付付すべきすべきすべきすべき税額税額税額税額のののの納付納付納付納付があったがあったがあったがあった日日日日（（（（そのそのそのその日日日日がががが第第第第３４３４３４３４条第条第条第条第１１１１項項項項のののの法人税額法人税額法人税額法人税額のののの課税課税課税課税

標準標準標準標準のののの算定期間算定期間算定期間算定期間のののの末日末日末日末日のののの翌日以後翌日以後翌日以後翌日以後２２２２月月月月をををを経過経過経過経過したしたしたした日日日日よりよりよりより前前前前であるであるであるである場合場合場合場合にはにはにはには、、、、

同日同日同日同日））））からからからから第第第第３４３４３４３４条第条第条第条第１１１１項項項項のののの申告書申告書申告書申告書のののの提出期限提出期限提出期限提出期限までのまでのまでのまでの期間期間期間期間」」」」とととと読読読読みみみみ替替替替えるもえるもえるもえるも

のとするのとするのとするのとする。。。。    

３３３３    第第第第３２３２３２３２条条条条の１２の１２の１２の１２第第第第４４４４項項項項のののの規定規定規定規定はははは、、、、第第第第１１１１項項項項のののの延滞金額延滞金額延滞金額延滞金額についてについてについてについて準用準用準用準用するするするする。。。。ここここ

のののの場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、同条第同条第同条第同条第４４４４項中項中項中項中「「「「前項前項前項前項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる期間期間期間期間

（（（（詐偽詐偽詐偽詐偽そのそのそのその他不正他不正他不正他不正のののの行為行為行為行為によりによりによりにより市民税市民税市民税市民税をををを免免免免れたれたれたれた法人法人法人法人についてについてについてについてされたされたされたされた当該増額当該増額当該増額当該増額

更正更正更正更正によりによりによりにより納付納付納付納付すべきすべきすべきすべき市民税又市民税又市民税又市民税又はははは令第令第令第令第４８４８４８４８条条条条の１５の５の１５の５の１５の５の１５の５第第第第４４４４項項項項にににに規定規定規定規定するするするする市市市市

民税民税民税民税にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、第第第第１１１１号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる期間期間期間期間にににに限限限限るるるる。）」。）」。）」。）」とあるのはとあるのはとあるのはとあるのは、「、「、「、「当該当初申告当該当初申告当該当初申告当該当初申告

書書書書のののの提出提出提出提出によりによりによりにより納付納付納付納付すべきすべきすべきすべき税額税額税額税額のののの納付納付納付納付があったがあったがあったがあった日日日日（（（（そのそのそのその日日日日がががが第第第第３４３４３４３４条第条第条第条第１１１１項項項項

のののの法人税額法人税額法人税額法人税額のののの課税標準課税標準課税標準課税標準のののの算定期間算定期間算定期間算定期間のののの末日末日末日末日のののの翌日以後翌日以後翌日以後翌日以後２２２２月月月月をををを経過経過経過経過したしたしたした日日日日よりよりよりより前前前前

であるであるであるである場合場合場合場合にはにはにはには、、、、同日同日同日同日））））からからからから同同同同条第条第条第条第１１１１項項項項のののの申告書申告書申告書申告書のののの提出期限提出期限提出期限提出期限までのまでのまでのまでの期間期間期間期間」」」」とととと

読読読読みみみみ替替替替えるものとするえるものとするえるものとするえるものとする。。。。    

    第第第第３４３４３４３４条条条条にににに次次次次のののの２２２２項項項項をををを加加加加えるえるえるえる。。。。    

５５５５    第第第第３２３２３２３２条条条条の１１の１１の１１の１１第第第第７７７７項項項項のののの規定規定規定規定はははは、、、、前項前項前項前項のののの延滞金額延滞金額延滞金額延滞金額についてについてについてについて準用準用準用準用するするするする。。。。このこのこのこの

場合場合場合場合においてにおいてにおいてにおいて、、、、同条第同条第同条第同条第７７７７項中項中項中項中「「「「前項前項前項前項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる期間期間期間期間（（（（詐詐詐詐

偽偽偽偽そのそのそのその他不正他不正他不正他不正のののの行為行為行為行為によりによりによりにより市民税市民税市民税市民税をををを免免免免れたれたれたれた法人法人法人法人がががが法第法第法第法第３２１３２１３２１３２１条条条条の１の１の１の１１１１１第第第第１１１１項項項項

又又又又はははは第第第第３３３３項項項項のののの規定規定規定規定によるによるによるによる更正更正更正更正があるべきことをがあるべきことをがあるべきことをがあるべきことを予知予知予知予知してしてしてして提出提出提出提出したしたしたした修正申告書修正申告書修正申告書修正申告書

にににに係係係係るるるる市民税又市民税又市民税又市民税又はははは令第令第令第令第４８４８４８４８条条条条の１６の２の１６の２の１６の２の１６の２第第第第３３３３項項項項にににに規定規定規定規定するするするする市民税市民税市民税市民税にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、

第第第第１１１１号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる期間期間期間期間にににに限限限限るるるる。）」。）」。）」。）」とあるのはとあるのはとあるのはとあるのは、「、「、「、「当該当初申告書当該当初申告書当該当初申告書当該当初申告書のののの提出提出提出提出によりによりによりにより納納納納

付付付付すべきすべきすべきすべき税額税額税額税額のののの納付納付納付納付があったがあったがあったがあった日日日日（（（（そのそのそのその日日日日がががが第第第第３４３４３４３４条第条第条第条第４４４４項項項項のののの連結法人税額連結法人税額連結法人税額連結法人税額のののの

課税標準課税標準課税標準課税標準のののの算定期間算定期間算定期間算定期間のののの末日末日末日末日のののの翌日以後翌日以後翌日以後翌日以後２２２２月月月月をををを経過経過経過経過したしたしたした日日日日よりよりよりより前前前前であるであるであるである場合場合場合場合にににに

はははは、、、、同日同日同日同日））））からからからから第第第第３４３４３４３４条第条第条第条第４４４４項項項項のののの申告書申告書申告書申告書のののの提出期限提出期限提出期限提出期限までのまでのまでのまでの期間期間期間期間」」」」とととと読読読読みみみみ替替替替ええええ

るものとするるものとするるものとするるものとする。。。。    

６６６６    第第第第３２３２３２３２条条条条の１２の１２の１２の１２第第第第４４４４項項項項のののの規定規定規定規定はははは、、、、第第第第４４４４項項項項のののの延滞金額延滞金額延滞金額延滞金額についてについてについてについて準用準用準用準用するするするする。。。。ここここ

のののの場場場場合合合合においてにおいてにおいてにおいて、、、、同条第同条第同条第同条第４４４４項中項中項中項中「「「「前項前項前項前項のののの規定規定規定規定にかかわらずにかかわらずにかかわらずにかかわらず、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる期間期間期間期間

（（（（詐偽詐偽詐偽詐偽そのそのそのその他不正他不正他不正他不正のののの行為行為行為行為によりによりによりにより市民税市民税市民税市民税をををを免免免免れたれたれたれた法人法人法人法人についてされたについてされたについてされたについてされた当該増額当該増額当該増額当該増額

更正更正更正更正によりによりによりにより納付納付納付納付すべきすべきすべきすべき市民税又市民税又市民税又市民税又はははは令第令第令第令第４８４８４８４８条条条条の１５の５の１５の５の１５の５の１５の５第第第第４４４４項項項項にににに規定規定規定規定するするするする市市市市

民税民税民税民税にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、第第第第１１１１号号号号にににに掲掲掲掲げるげるげるげる期間期間期間期間にににに限限限限るるるる。）」。）」。）」。）」とあるのはとあるのはとあるのはとあるのは、「、「、「、「当該当初申告当該当初申告当該当初申告当該当初申告

書書書書のののの提出提出提出提出によりによりによりにより納付納付納付納付すべきすべきすべきすべき税額税額税額税額のののの納付納付納付納付があったがあったがあったがあった日日日日（（（（そのそのそのその日日日日がががが第第第第３４３４３４３４条第条第条第条第４４４４項項項項



    

のののの連結法人税額連結法人税額連結法人税額連結法人税額のののの課税標準課税標準課税標準課税標準のののの算定期間算定期間算定期間算定期間のののの末日末日末日末日のののの翌日以後翌日以後翌日以後翌日以後２２２２月月月月をををを経過経過経過経過したしたしたした日日日日よよよよ

りりりり前前前前であるであるであるである場合場合場合場合にはにはにはには、、、、同日同日同日同日））））からからからから同同同同条第条第条第条第４４４４項項項項のののの申告書申告書申告書申告書のののの提出期限提出期限提出期限提出期限までのまでのまでのまでの期間期間期間期間」」」」

とととと読読読読みみみみ替替替替えるものとするえるものとするえるものとするえるものとする。。。。    

    第第第第３６３６３６３６条第条第条第条第７７７７項中項中項中項中「「「「第第第第１０１０１０１０条条条条の２の１０の２の１０の２の１０の２の１０」」」」をををを「「「「第第第第１０１０１０１０条条条条の２の１２の２の１２の２の１２の２の１２」」」」にににに改改改改めめめめ

るるるる。。。。    

    附則第附則第附則第附則第４４４４条第条第条第条第１１１１項中項中項中項中「「「「第第第第３２３２３２３２条条条条の１１の１１の１１の１１第第第第３３３３項項項項」」」」をををを「「「「第第第第３２３２３２３２条条条条の１１の１１の１１の１１第第第第５５５５項項項項」」」」

にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第２２２２項中項中項中項中「「「「第第第第３４３４３４３４条条条条」」」」をををを「「「「第第第第３４３４３４３４条第条第条第条第１１１１項及項及項及項及びびびび第第第第４４４４項項項項」」」」にににに、「、「、「、「同条同条同条同条」」」」

をををを「「「「これらこれらこれらこれら」」」」にににに改改改改めるめるめるめる。。。。    

    附則第附則第附則第附則第４４４４条条条条の２の２の２の２第第第第１１１１項中項中項中項中「「「「第第第第３４３４３４３４条条条条にににに」」」」をををを「「「「第第第第３４３４３４３４条第条第条第条第１１１１項及項及項及項及びびびび第第第第４４４４項項項項にににに」」」」

にににに、「、「、「、「同項同項同項同項」」」」をををを「「「「前条第前条第前条第前条第２２２２項項項項」」」」にににに、「、「、「、「同条同条同条同条」」」」をををを「「「「これらのこれらのこれらのこれらの規定規定規定規定」」」」にににに改改改改めるめるめるめる。。。。    

    附則第附則第附則第附則第８８８８条条条条の２の２の２の２第第第第１１１１項中項中項中項中「「「「３３３３分分分分の１の１の１の１」」」」をををを「「「「２２２２分分分分の１の１の１の１」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条同条同条同条第第第第３３３３項項項項をををを

削削削削りりりり、、、、同条第同条第同条第同条第４４４４項中項中項中項中「「「「附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第７７７７号号号号」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条第条第条第条第２２２２項第項第項第項第

６６６６号号号号」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同項同項同項同項をををを同条第同条第同条第同条第３３３３項項項項ととととしししし、、、、同条中第同条中第同条中第同条中第５５５５項項項項をををを第第第第４４４４項項項項としとしとしとし、、、、第第第第６６６６項項項項をををを

第第第第５５５５項項項項としとしとしとし、、、、同条同条同条同条第第第第１４１４１４１４項中項中項中項中「「「「附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条条条条の８の８の８の８第第第第４４４４項項項項」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条条条条のののの

８８８８第第第第２２２２項項項項」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同項同項同項同項をををを同条第同条第同条第同条第１８１８１８１８項項項項としとしとしとし、、、、同条同条同条同条中中中中第第第第１０１０１０１０項項項項からからからから第第第第１３１３１３１３項項項項まままま

でを４でを４でを４でを４項項項項ずつずつずつずつ繰繰繰繰りりりり下下下下げげげげ、、、、同条第同条第同条第同条第９９９９項中項中項中項中「「「「附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条第条第条第条第３２３２３２３２項第項第項第項第２２２２号号号号ハハハハ」」」」をををを「「「「附附附附

則第則第則第則第１５１５１５１５条第条第条第条第３２３２３２３２項第項第項第項第３３３３号号号号ハハハハ」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同項同項同項同項をををを同条第同条第同条第同条第１１１１３３３３項項項項としとしとしとし、、、、同条第同条第同条第同条第８８８８項項項項

中中中中「「「「附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条第条第条第条第３２３２３２３２項第項第項第項第２２２２号号号号ロロロロ」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条第条第条第条第３２３２３２３２項第項第項第項第３３３３号号号号ロロロロ」」」」にににに

改改改改めめめめ、、、、同項同項同項同項をををを同条第同条第同条第同条第１１１１２２２２項項項項としとしとしとし、、、、同条第同条第同条第同条第７７７７項中項中項中項中「「「「附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条第条第条第条第３２３２３２３２項第項第項第項第２２２２号号号号

イイイイ」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第１１１１５５５５条第条第条第条第３２３２３２３２項第項第項第項第３３３３号号号号イイイイ」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同項同項同項同項をををを同条第同条第同条第同条第１１１１１１１１項項項項としとしとしとし、、、、

第第第第５５５５項項項項のののの次次次次にににに次次次次の５の５の５の５項項項項をををを加加加加えるえるえるえる。。。。    

６６６６    法附則第法附則第法附則第法附則第１５１５１５１５条第条第条第条第３２３２３２３２項第項第項第項第１１１１号号号号ハにハにハにハに規定規定規定規定するするするする設備設備設備設備についてについてについてについて同号同号同号同号にににに規定規定規定規定するするするする

市市市市のののの条例条例条例条例でででで定定定定めるめるめるめる割合割合割合割合はははは、、、、３３３３分分分分の２とするの２とするの２とするの２とする。。。。    

７７７７    法附則第法附則第法附則第法附則第１５１５１５１５条第条第条第条第３２３２３２３２項第項第項第項第１１１１号号号号ニにニにニにニに規定規定規定規定するするするする設備設備設備設備についてについてについてについて同号同号同号同号にににに規定規定規定規定するするするする

市市市市のののの条例条例条例条例でででで定定定定めるめるめるめる割合割合割合割合はははは、、、、３３３３分分分分の２とするの２とするの２とするの２とする。。。。    

８８８８    法附則第法附則第法附則第法附則第１５１５１５１５条第条第条第条第３２３２３２３２項第項第項第項第１１１１号号号号ホにホにホにホに規定規定規定規定するするするする設備設備設備設備についてについてについてについて同号同号同号同号にににに規定規定規定規定するするするする

市市市市のののの条例条例条例条例でででで定定定定めるめるめるめる割合割合割合割合はははは、、、、３３３３分分分分の２とするの２とするの２とするの２とする。。。。    

９９９９    法附則第法附則第法附則第法附則第１５１５１５１５条第条第条第条第３２３２３２３２項第項第項第項第２２２２号号号号イイイイにににに規定規定規定規定するするするする設備設備設備設備についてについてについてについて同号同号同号同号にににに規定規定規定規定するするするする

市市市市のののの条例条例条例条例でででで定定定定めるめるめるめる割合割合割合割合はははは、、、、４４４４分分分分の３の３の３の３とするとするとするとする。。。。    

１１１１００００    法附則第法附則第法附則第法附則第１５１５１５１５条第条第条第条第３２３２３２３２項第項第項第項第２２２２号号号号ロロロロにににに規定規定規定規定するするするする設備設備設備設備についてについてについてについて同号同号同号同号にににに規定規定規定規定すすすす

るるるる市市市市のののの条例条例条例条例でででで定定定定めるめるめるめる割合割合割合割合はははは、、、、４４４４分分分分の３の３の３の３とするとするとするとする。。。。    

    附則第附則第附則第附則第８８８８条条条条の３の３の３の３第第第第３３３３項項項項中中中中「「「「附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条条条条の８の８の８の８第第第第３３３３項項項項」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条条条条の８の８の８の８

第第第第１１１１項項項項」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同項同項同項同項第第第第２２２２号中号中号中号中「「「「附則第附則第附則第附則第１２１２１２１２条第条第条第条第１７１７１７１７項項項項」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第１２１２１２１２条第条第条第条第

８８８８項項項項」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第４４４４項中項中項中項中「「「「附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条条条条の８の８の８の８第第第第４４４４項項項項」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条条条条のののの

８８８８第第第第２２２２項項項項」」」」にににに、、、、「「「「附則第附則第附則第附則第１１１１２２２２条第条第条第条第２１２１２１２１項第項第項第項第１１１１号号号号ロロロロ」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第１２１２１２１２条第条第条第条第１２１２１２１２項第項第項第項第



    

１１１１号号号号ロロロロ」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第５５５５項項項項中中中中「「「「附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条条条条の８の８の８の８第第第第５５５５項項項項」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条条条条

の８の８の８の８第第第第３３３３項項項項」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同項同項同項同項第第第第２２２２号中号中号中号中「「「「附則第附則第附則第附則第１２１２１２１２条第条第条第条第２４２４２４２４項項項項」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第１２１２１２１２

条第条第条第条第１５１５１５１５項項項項」」」」にににに、、、、「「「「同条第同条第同条第同条第１７１７１７１７項項項項」」」」をををを「「「「同条第同条第同条第同条第８８８８項項項項」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第６６６６項中項中項中項中「「「「附附附附

則第則第則第則第１２１２１２１２条第条第条第条第２６２６２６２６項項項項」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第１２１２１２１２条第条第条第条第１７１７１７１７項項項項」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第７７７７項中項中項中項中「「「「附附附附

則第則第則第則第７７７７条第条第条第条第９９９９項各号項各号項各号項各号」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第７７７７条第条第条第条第８８８８項各号項各号項各号項各号」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同項第同項第同項第同項第４４４４号中号中号中号中「「「「附附附附

則第則第則第則第１２１２１２１２条第条第条第条第３０３０３０３０項項項項」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第１２１２１２１２条第条第条第条第２１２１２１２１項項項項」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同項第同項第同項第同項第６６６６号中号中号中号中「「「「附附附附

則第則第則第則第１２１２１２１２条第条第条第条第３１３１３１３１項項項項」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第１２１２１２１２条条条条第第第第２２２２２２２２項項項項」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第８８８８項中項中項中項中「「「「附附附附

則第則第則第則第７７７７条第条第条第条第１０１０１０１０項各号項各号項各号項各号」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第７７７７条第条第条第条第９９９９項各号項各号項各号項各号」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同項第同項第同項第同項第５５５５号中号中号中号中「「「「附附附附

則第則第則第則第１２１２１２１２条第条第条第条第３８３８３８３８項項項項」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第１２１２１２１２条第条第条第条第２９２９２９２９項項項項」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第９９９９項中項中項中項中「「「「附附附附

則第則第則第則第７７７７条第条第条第条第１１１１１１１１項各号項各号項各号項各号」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第７７７７条第条第条第条第１０１０１０１０項各号項各号項各号項各号」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第１０１０１０１０項項項項

中中中中「「「「附則第附則第附則第附則第７７７７条第条第条第条第１２１２１２１２項各号項各号項各号項各号」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第７７７７条第条第条第条第１１１１１１１１項各号項各号項各号項各号」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同項第同項第同項第同項第

５５５５号中号中号中号中「「「「附則第附則第附則第附則第１２１２１２１２条第条第条第条第３８３８３８３８項項項項」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第１２１２１２１２条第条第条第条第２９２９２９２９項項項項」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第

１１１１１１１１項中項中項中項中「「「「附則第附則第附則第附則第７７７７条第条第条第条第１４１４１４１４項項項項」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第７７７７条第条第条第条第１３１３１３１３項項項項」」」」にににに、「、「、「、「附則第附則第附則第附則第１２１２１２１２条条条条

第第第第２６２６２６２６項項項項」」」」をををを「「「「附則第附則第附則第附則第１２１２１２１２条第条第条第条第１７１７１７１７項項項項」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同同同同条条条条にににに次次次次の１の１の１の１項項項項をををを加加加加えるえるえるえる。。。。    

１２１２１２１２    法附則第法附則第法附則第法附則第１５１５１５１５条条条条の１１の１１の１１の１１第第第第１１１１項項項項（（（（固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税にににに関関関関するするするする部分部分部分部分にににに限限限限るるるる。）。）。）。）のののの改修改修改修改修

実実実実演芸術公演施設演芸術公演施設演芸術公演施設演芸術公演施設についてについてについてについて、、、、同項同項同項同項のののの規定規定規定規定のののの適用適用適用適用をををを受受受受けようとするけようとするけようとするけようとする者者者者はははは、、、、同項同項同項同項

にににに規定規定規定規定するするするする利便性等向上改修工事利便性等向上改修工事利便性等向上改修工事利便性等向上改修工事がががが完了完了完了完了したしたしたした日日日日から３から３から３から３月以内月以内月以内月以内にににに、、、、次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる

事事事事項項項項をををを記載記載記載記載したしたしたした申告書申告書申告書申告書にににに高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、障害者等障害者等障害者等障害者等のののの移動等移動等移動等移動等のののの円滑化円滑化円滑化円滑化のののの促進促進促進促進にににに関関関関するするするする

法律施行規則法律施行規則法律施行規則法律施行規則（（（（平成平成平成平成１８１８１８１８年国土交通省令第年国土交通省令第年国土交通省令第年国土交通省令第１１０１１０１１０１１０号号号号））））第第第第１０１０１０１０条第条第条第条第２２２２項項項項にににに規定規定規定規定

するするするする通知書通知書通知書通知書のののの写写写写しししし及及及及びびびび主主主主としてとしてとしてとして劇場劇場劇場劇場、、、、音楽堂等音楽堂等音楽堂等音楽堂等のののの活性化活性化活性化活性化にににに関関関関するするするする法律法律法律法律（（（（平成平成平成平成

２４２４２４２４年法律第年法律第年法律第年法律第４９４９４９４９号号号号））））第第第第２２２２条第条第条第条第２２２２項項項項にににに規定規定規定規定するするするする実演芸術実演芸術実演芸術実演芸術のののの公演公演公演公演のののの用用用用にににに供供供供するするするする

施設施設施設施設であるであるであるである旨旨旨旨をををを証証証証するするするする書類書類書類書類をををを添付添付添付添付してしてしてして市長市長市長市長にににに提出提出提出提出しなければならないしなければならないしなければならないしなければならない。。。。    

    ⑴⑴⑴⑴    納税義務者納税義務者納税義務者納税義務者のののの住所住所住所住所、、、、氏名又氏名又氏名又氏名又はははは名称及名称及名称及名称及びびびび個人番号又個人番号又個人番号又個人番号又はははは法人番号法人番号法人番号法人番号（（（（個人番号個人番号個人番号個人番号

又又又又はははは法人番号法人番号法人番号法人番号をををを有有有有しないしないしないしない者者者者にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、住所及住所及住所及住所及びびびび氏名又氏名又氏名又氏名又はははは名称名称名称名称））））    

    ⑵⑵⑵⑵    家屋家屋家屋家屋のののの所在所在所在所在、、、、家屋番号家屋番号家屋番号家屋番号、、、、種類種類種類種類、、、、構造及構造及構造及構造及びびびび床面積床面積床面積床面積    

    ⑶⑶⑶⑶    家屋家屋家屋家屋がががが高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、障害者等障害者等障害者等障害者等のののの移動等移動等移動等移動等のののの円滑化円滑化円滑化円滑化のののの促進促進促進促進にににに関関関関するするするする法律施行令法律施行令法律施行令法律施行令（（（（平平平平

成成成成１８１８１８１８年政令第年政令第年政令第年政令第３７９３７９３７９３７９号号号号））））第第第第５５５５条第条第条第条第３３３３号号号号にににに規定規定規定規定するするするする劇場若劇場若劇場若劇場若しくはしくはしくはしくは演芸場又演芸場又演芸場又演芸場又

はははは同条第同条第同条第同条第４４４４号号号号にににに規定規定規定規定するするするする集会場若集会場若集会場若集会場若しくはしくはしくはしくは公会堂公会堂公会堂公会堂のいずれにのいずれにのいずれにのいずれに該当該当該当該当するかのするかのするかのするかの

別別別別    

    ⑷⑷⑷⑷    家屋家屋家屋家屋のののの建築年月日及建築年月日及建築年月日及建築年月日及びびびび登記年月日登記年月日登記年月日登記年月日    

    ⑸⑸⑸⑸    利便性等向上改修工事利便性等向上改修工事利便性等向上改修工事利便性等向上改修工事がががが完了完了完了完了したしたしたした年月日年月日年月日年月日    

    ⑹⑹⑹⑹    利便性等向上改修工事利便性等向上改修工事利便性等向上改修工事利便性等向上改修工事がががが完了完了完了完了したしたしたした日日日日から３から３から３から３月月月月をををを経過経過経過経過したしたしたした後後後後にににに申告書申告書申告書申告書をををを提提提提

出出出出するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、３３３３月以内月以内月以内月以内にににに提出提出提出提出することができなかったすることができなかったすることができなかったすることができなかった理由理由理由理由    

    附則第附則第附則第附則第９９９９条条条条のののの見出見出見出見出しししし中中中中「「「「平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度までまでまでまで」」」」をををを「「「「平成平成平成平成３０３０３０３０

年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度までまでまでまで」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第６６６６号中号中号中号中「「「「にあってはにあってはにあってはにあっては」」」」をををを「「「「にはにはにはには」」」」



    

にににに改改改改めるめるめるめる。。。。    

    附則第附則第附則第附則第９９９９条条条条の２の２の２の２（（（（見出見出見出見出ししししをををを含含含含むむむむ。）。）。）。）中中中中「「「「平成平成平成平成２８２８２８２８年度年度年度年度」」」」をををを「「「「平成平成平成平成３１３１３１３１年度年度年度年度」」」」にににに、、、、

「「「「平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度」」」」をををを「「「「平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度」」」」にににに改改改改めめめめるるるる。。。。    

    附則第附則第附則第附則第１０１０１０１０条条条条のののの見出見出見出見出しししし及及及及びびびび同条同条同条同条第第第第１１１１項項項項中中中中「「「「平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度まままま

でででで」」」」をををを「「「「平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度までまでまでまで」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第２２２２項及項及項及項及びびびび第第第第３３３３項項項項

中中中中「「「「平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度までまでまでまで」」」」をををを「「「「平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度かかかからららら平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度

までまでまでまで」」」」にににに、「、「、「、「にあってはにあってはにあってはにあっては」」」」をををを「「「「にはにはにはには」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第４４４４項中項中項中項中「「「「平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度からからからから

平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度までまでまでまで」」」」をををを「「「「平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度までまでまでまで」」」」にににに、「、「、「、「当該課税標当該課税標当該課税標当該課税標

準額準額準額準額」」」」をををを「「「「前年度分前年度分前年度分前年度分のののの固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税のののの課税標準額課税標準額課税標準額課税標準額」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第５５５５項中項中項中項中「「「「平成平成平成平成

２７２７２７２７年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度までまでまでまで」」」」をををを「「「「平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度までまでまでまで」」」」にににに

改改改改めるめるめるめる。。。。    

    附則第附則第附則第附則第１０１０１０１０条条条条の３の３の３の３のののの見出見出見出見出しししし中中中中「「「「平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度からからからから平平平平成成成成２９２９２９２９年度年度年度年度までまでまでまで」」」」をををを「「「「平平平平

成成成成３０３０３０３０年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度までまでまでまで」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条中同条中同条中同条中「「「「地方税法等地方税法等地方税法等地方税法等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正

するするするする法律法律法律法律（（（（平成平成平成平成２７２７２７２７年法律年法律年法律年法律第第第第２２２２号号号号））））附則第附則第附則第附則第１８１８１８１８条条条条」」」」をををを「「「「地方税法等地方税法等地方税法等地方税法等のののの一一一一部部部部をををを改改改改

正正正正するするするする法律法律法律法律（（（（平成平成平成平成３０３０３０３０年法律第年法律第年法律第年法律第３３３３号号号号））））附則第附則第附則第附則第２２２２２２２２条条条条」」」」にににに、「、「、「、「平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度からからからから平平平平

成成成成２９２９２９２９年度年度年度年度までまでまでまで」」」」をををを「「「「平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度までまでまでまで」」」」にににに改改改改めるめるめるめる。。。。    

    附則第附則第附則第附則第１１１１１１１１条条条条（（（（見出見出見出見出しをしをしをしを含含含含むむむむ。）。）。）。）中中中中「「「「平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度までまでまでまで」」」」をををを

「「「「平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度までまでまでまで」」」」にににに改改改改めるめるめるめる。。。。    

    附則第附則第附則第附則第１３１３１３１３条条条条の５のの５のの５のの５の次次次次にににに次次次次の１の１の１の１条条条条をををを加加加加えるえるえるえる。。。。    

        （（（（改改改改修実演芸術公演施設修実演芸術公演施設修実演芸術公演施設修実演芸術公演施設にににに対対対対するするするする都市計画税都市計画税都市計画税都市計画税のののの減額減額減額減額のののの規定規定規定規定のののの適用適用適用適用をををを受受受受けようけようけようけよう

とするとするとするとする者者者者がすべきがすべきがすべきがすべき申告申告申告申告））））    

第第第第１３１３１３１３条条条条の６の６の６の６    法附則第法附則第法附則第法附則第１５１５１５１５条条条条の１１の１１の１１の１１第第第第１１１１項項項項（（（（都市計画税都市計画税都市計画税都市計画税にににに関関関関するするするする部分部分部分部分にににに限限限限

るるるる。）。）。）。）のののの改修実演芸術公演施設改修実演芸術公演施設改修実演芸術公演施設改修実演芸術公演施設についてについてについてについて、、、、同同同同項項項項のののの規定規定規定規定のののの適用適用適用適用をををを受受受受けようとするけようとするけようとするけようとする

者者者者はははは、、、、同項同項同項同項にににに規定規定規定規定するするするする利便性等向上改修工事利便性等向上改修工事利便性等向上改修工事利便性等向上改修工事がががが完了完了完了完了したしたしたした日日日日から３から３から３から３月以内月以内月以内月以内にににに、、、、

次次次次にににに掲掲掲掲げるげるげるげる事項事項事項事項をををを記載記載記載記載したしたしたした申告書申告書申告書申告書にににに高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、障害者等障害者等障害者等障害者等のののの移動等移動等移動等移動等のののの円滑化円滑化円滑化円滑化のののの促促促促

進進進進にににに関関関関するするするする法律施行規則第法律施行規則第法律施行規則第法律施行規則第１０１０１０１０条第条第条第条第２２２２項項項項にににに規定規定規定規定するするするする通知書通知書通知書通知書のののの写写写写しししし及及及及びびびび主主主主としとしとしとし

てててて劇場劇場劇場劇場、、、、音楽堂等音楽堂等音楽堂等音楽堂等のののの活性化活性化活性化活性化にににに関関関関するするするする法律第法律第法律第法律第２２２２条第条第条第条第２２２２項項項項にににに規定規定規定規定するするするする実演芸術実演芸術実演芸術実演芸術のののの

公演公演公演公演のののの用用用用にににに供供供供するするするする施設施設施設施設であるであるであるである旨旨旨旨をををを証証証証するするするする書類書類書類書類をををを添付添付添付添付してしてしてして市長市長市長市長にににに提出提出提出提出しなけれしなけれしなけれしなけれ

ばならないばならないばならないばならない。。。。    

⑴⑴⑴⑴    納税義務者納税義務者納税義務者納税義務者のののの住所住所住所住所、、、、氏名又氏名又氏名又氏名又はははは名称及名称及名称及名称及びびびび個人番号又個人番号又個人番号又個人番号又はははは法人番号法人番号法人番号法人番号（（（（個人番号個人番号個人番号個人番号

又又又又はははは法人番号法人番号法人番号法人番号をををを有有有有しないしないしないしない者者者者にあってはにあってはにあってはにあっては、、、、住所及住所及住所及住所及びびびび氏名又氏名又氏名又氏名又はははは名称名称名称名称））））    

⑵⑵⑵⑵    家屋家屋家屋家屋のののの所在所在所在所在、、、、家屋番号家屋番号家屋番号家屋番号、、、、種類種類種類種類、、、、構造及構造及構造及構造及びびびび床面積床面積床面積床面積    

⑶⑶⑶⑶    家屋家屋家屋家屋がががが高齢者高齢者高齢者高齢者、、、、障害者等障害者等障害者等障害者等のののの移動等移動等移動等移動等のののの円滑化円滑化円滑化円滑化のののの促進促進促進促進にににに関関関関するするするする法律施行令第法律施行令第法律施行令第法律施行令第

５５５５条第条第条第条第３３３３号号号号にににに規定規定規定規定するするするする劇場若劇場若劇場若劇場若しくはしくはしくはしくは演芸場又演芸場又演芸場又演芸場又はははは同条第同条第同条第同条第４４４４号号号号にににに規定規定規定規定するするするする集会集会集会集会

場若場若場若場若しくはしくはしくはしくは公会堂公会堂公会堂公会堂のいずれにのいずれにのいずれにのいずれに該当該当該当該当するかのするかのするかのするかの別別別別    



    

⑷⑷⑷⑷    家屋家屋家屋家屋のののの建築年月日及建築年月日及建築年月日及建築年月日及びびびび登記年月日登記年月日登記年月日登記年月日    

⑸⑸⑸⑸    利便性等向上改修工事利便性等向上改修工事利便性等向上改修工事利便性等向上改修工事がががが完了完了完了完了したしたしたした年月日年月日年月日年月日    

⑹⑹⑹⑹    利便性等向上改修工事利便性等向上改修工事利便性等向上改修工事利便性等向上改修工事がががが完了完了完了完了したしたしたした日日日日から３から３から３から３月月月月をををを経過経過経過経過したしたしたした後後後後にににに申告書申告書申告書申告書をををを提提提提

出出出出するするするする場合場合場合場合にはにはにはには、、、、３３３３月以内月以内月以内月以内にににに提出提出提出提出することができなかったすることができなかったすることができなかったすることができなかった理由理由理由理由    

    附則第附則第附則第附則第１４１４１４１４条条条条のののの見出見出見出見出しししし及及及及びびびび同条第同条第同条第同条第１１１１項項項項中中中中「「「「平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度まままま

でででで」」」」をををを「「「「平成平成平成平成３３３３００００年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度までまでまでまで」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第２２２２項項項項及及及及びびびび第第第第３３３３項項項項

中中中中「「「「平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度までまでまでまで」」」」をををを「「「「平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度

までまでまでまで」」」」にににに、「、「、「、「にあってはにあってはにあってはにあっては」」」」をををを「「「「にはにはにはには」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第４４４４項項項項及及及及びびびび第第第第５５５５項項項項中中中中「「「「平成平成平成平成２２２２

７７７７年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度までまでまでまで」」」」をををを「「「「平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度までまでまでまで」」」」にににに改改改改

めるめるめるめる。。。。    

    附則第附則第附則第附則第１４１４１４１４条条条条の２の２の２の２のののの見出見出見出見出しししし中中中中「「「「平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度からからからから平平平平成成成成２９２９２９２９年度年度年度年度までまでまでまで」」」」をををを「「「「平平平平

成成成成３０３０３０３０年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度までまでまでまで」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条中同条中同条中同条中「「「「地方税法等地方税法等地方税法等地方税法等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正

するするするする法律法律法律法律（（（（平成平成平成平成２７２７２７２７年法律年法律年法律年法律第第第第２２２２号号号号））））附則第附則第附則第附則第１８１８１８１８条条条条」」」」をををを「「「「地方税法等地方税法等地方税法等地方税法等のののの一部一部一部一部をををを改改改改

正正正正するするするする法律法律法律法律（（（（平成平成平成平成３０３０３０３０年法律年法律年法律年法律第第第第３３３３号号号号））））附則第附則第附則第附則第２２２２２２２２条条条条」」」」にににに、「、「、「、「平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度からからからから平平平平

成成成成２９２９２９２９年度年度年度年度までまでまでまで」」」」をををを「「「「平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度までまでまでまで」」」」にににに改改改改めるめるめるめる。。。。    

    附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条条条条（（（（見出見出見出見出しをしをしをしを含含含含むむむむ。）。）。）。）中中中中「「「「平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度までまでまでまで」」」」をををを

「「「「平成平成平成平成３０３０３０３０年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度までまでまでまで」」」」にににに改改改改めるめるめるめる。。。。    

    附則第附則第附則第附則第１６１６１６１６条中条中条中条中「「「「第第第第１７１７１７１７項項項項」」」」のののの次次次次にににに「、「、「、「、第第第第１８１８１８１８項項項項、、、、第第第第２０２０２０２０項項項項」」」」をををを加加加加えるえるえるえる。。。。    

    附則第附則第附則第附則第１７１７１７１７条第条第条第条第１１１１項中項中項中項中「「「「平成平成平成平成２７２７２７２７年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成２９２９２９２９年度年度年度年度までまでまでまで」」」」をををを「「「「平成平成平成平成３０３０３０３０

年度年度年度年度からからからから平成平成平成平成３２３２３２３２年度年度年度年度までまでまでまで」」」」にににに改改改改めめめめ、、、、同条第同条第同条第同条第２２２２項中項中項中項中「「「「平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日」」」」

をををを「「「「平成平成平成平成３３３３３３３３年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日」」」」にににに改改改改めるめるめるめる。。。。    

            附附附附    則則則則    

    （（（（施行期日施行期日施行期日施行期日））））    

第第第第１１１１条条条条    このこのこのこの条例条例条例条例はははは、、、、平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから施行施行施行施行するするするする。。。。    

    （（（（市民税市民税市民税市民税にににに関関関関するするするする経過措置経過措置経過措置経過措置））））    

第第第第２２２２条条条条    改正後改正後改正後改正後のののの大垣大垣大垣大垣市税条例市税条例市税条例市税条例（（（（以下以下以下以下「「「「新条例新条例新条例新条例」」」」というというというという。）。）。）。）第第第第３４３４３４３４条第条第条第条第２２２２項項項項、、、、第第第第

３３３３項項項項、、、、第第第第５５５５項及項及項及項及びびびび第第第第６６６６項項項項のののの規定規定規定規定はははは、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年１１１１月月月月１１１１日以後日以後日以後日以後にににに同条第同条第同条第同条第１１１１項又項又項又項又

はははは第第第第４４４４項項項項のののの申告書申告書申告書申告書のののの提出期限提出期限提出期限提出期限がががが到来到来到来到来するするするする法人法人法人法人のののの市民税市民税市民税市民税にににに係係係係るるるる延滞金延滞金延滞金延滞金についてについてについてについて

適用適用適用適用するするするする。。。。    

    （（（（固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税にににに関関関関するするするする経過措置経過措置経過措置経過措置））））    

第第第第３３３３条条条条    別段別段別段別段のののの定定定定めがめがめがめがあるものをあるものをあるものをあるものを除除除除きききき、、、、新条例新条例新条例新条例のののの規定中固定資産税規定中固定資産税規定中固定資産税規定中固定資産税にににに関関関関するするするする部部部部

分分分分はははは、、、、平成平成平成平成３０３０３０３０年度以後年度以後年度以後年度以後のののの年度分年度分年度分年度分のののの固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税についてについてについてについて適用適用適用適用しししし、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年年年年

度分度分度分度分までのまでのまでのまでの固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税についてはについてはについてはについては、、、、なおなおなおなお従従従従前前前前のののの例例例例によるによるによるによる。。。。    

２２２２    平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日までのまでのまでのまでの間間間間にににに取得取得取得取得されたされたされたされた地方地方地方地方

税法等税法等税法等税法等のののの一部一部一部一部をををを改正改正改正改正するするするする法律法律法律法律（（（（平成平成平成平成３０３０３０３０年法律第年法律第年法律第年法律第３３３３号号号号））））第第第第１１１１条条条条のののの規定規定規定規定によるによるによるによる



    

改正前改正前改正前改正前のののの地方税法地方税法地方税法地方税法（（（（昭和昭和昭和昭和２５２５２５２５年法律第年法律第年法律第年法律第２２６２２６２２６２２６号号号号。。。。以下以下以下以下このこのこのこの条条条条においてにおいてにおいてにおいて「「「「旧法旧法旧法旧法」」」」

というというというという。）。）。）。）附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条第条第条第条第２２２２項項項項にににに規定規定規定規定するするするする施設又施設又施設又施設又はははは設備設備設備設備にににに対対対対してしてしてして課課課課するするするする固定資固定資固定資固定資

産税産税産税産税についてはについてはについてはについては、、、、なおなおなおなお従前従前従前従前のののの例例例例によるによるによるによる。。。。    

３３３３    平成平成平成平成２８２８２８２８年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日までのまでのまでのまでの間間間間にににに新新新新たにたにたにたに取得取得取得取得されされされされ

たたたた旧法附則第旧法附則第旧法附則第旧法附則第１５１５１５１５条第条第条第条第３２３２３２３２項項項項にににに規定規定規定規定するするするする特定再生可能特定再生可能特定再生可能特定再生可能エネルギーエネルギーエネルギーエネルギー発電設備発電設備発電設備発電設備にににに

対対対対してしてしてして課課課課するするするする固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税についてはについてはについてはについては、、、、なおなおなおなお従前従前従前従前のののの例例例例によるによるによるによる。。。。    

４４４４    平成平成平成平成２７２７２７２７年年年年４４４４月月月月１１１１日日日日からからからから平成平成平成平成３０３０３０３０年年年年３３３３月月月月３１３１３１３１日日日日までのまでのまでのまでの間間間間にににに新築新築新築新築されたされたされたされた旧法旧法旧法旧法

附則第附則第附則第附則第１５１５１５１５条条条条の８の８の８の８第第第第２２２２項項項項にににに規定規定規定規定するするするする貸家住宅貸家住宅貸家住宅貸家住宅のののの敷地敷地敷地敷地のののの用用用用にににに供供供供するするするする土地土地土地土地のうちのうちのうちのうち

同項同項同項同項にににに規定規定規定規定するするするする旧農地旧農地旧農地旧農地にににに対対対対してしてしてして課課課課するするするする固定資産税固定資産税固定資産税固定資産税についてはについてはについてはについては、、、、なおなおなおなお従前従前従前従前のののの例例例例

によるによるによるによる。。。。    

    （（（（都市計画税都市計画税都市計画税都市計画税にににに関関関関するするするする経過措置経過措置経過措置経過措置））））    

第第第第４４４４条条条条    新条例新条例新条例新条例のののの規規規規定中都市計画税定中都市計画税定中都市計画税定中都市計画税にににに関関関関するするするする部分部分部分部分はははは、、、、平成平成平成平成３０３０３０３０年度以後年度以後年度以後年度以後のののの年度年度年度年度

分分分分のののの都市計画税都市計画税都市計画税都市計画税についてについてについてについて適用適用適用適用しししし、、、、平成平成平成平成２９２９２９２９年度分年度分年度分年度分までのまでのまでのまでの都市計画税都市計画税都市計画税都市計画税についてについてについてについて

はははは、、、、なおなおなおなお従前従前従前従前のののの例例例例によるによるによるによる。。。。    


